鶴岡市地域クラブ認定制度規程
部活動地域展開の受け皿となる地域クラブ活動等の運営等への支援を目指し、「鶴岡市地域クラブ認定制度」を実施する。
１　鶴岡市（以降「市」）が認定する地域クラブ（以降「認定地域クラブ」）は、鶴岡市内の総合型地域スポーツクラブ、スポーツ少年団、民間クラブ、地域文化団体のうち、中学校部活動所属の生徒が加入しているクラブまたは山形県中学校体育連盟に登録済のクラブとする。
２　認定地域クラブは、次の条件を備えるものとする。
　　（１）会則又は規約等があり、それに基づいて役員を互選、運営されていること

　　（２）鶴岡市内の中学生が加入していること
　　（３）クラブ代表者が複数年以上の任期であること
　　（４）別に定める認定要件を満たしていること

　　＊運動部の構成人数は、各競技における正規試合人数を満たしていることが望ましい。

３　認定地域クラブとして認定を受けようとする団体は、次に定める書類を教育委員会に提出しなければならない。

　　（１）鶴岡市認定地域クラブ申請書
　　（２）会則又は規約
　　（３）名簿
　　（４）別に定める認定要件（チェックシート）
４　市は、認定地域クラブ活動に対して次に掲げる支援を行うものとする。
（１）生徒・保護者に対する情報提供
（２）地域クラブ活動の運営等への公的支援（学校施設の利用、学校備品の活用、体育施設の使用料減免等）
５　認定の有効期間は認定から最長３年とするが、教育委員会による管理・把握のために、
翌年４月１日までに申請書とチェックシートを提出するものとする。ただし、次の場合は、第３項に掲げる書類を速やかに教育委員会に提出する。
　　（１）認定地域クラブの代表者が変更になった場合
　　（２）他クラブと統合する場合

６　第２項及び第３項に疑義が生じた場合や、他の利用者に迷惑を掛けた場合、教育委員会の指導・助言に従わない場合等は認定を取り消すことがある。
７　この規程に定めのない事項については、別途決裁によるものとする。

附　則
（施行期日）
１　この規程は令和８年４月１日から施行する。
（準備行為）
２　地域クラブとして認定を受けようとする団体は、施行期日前においても、第３項の規定の例により、その認定の申請をすることができる。

